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第１節 適用 
 この仕様書は、独立行政法人水資源機構利根導水総合管理所（以下「発注者」という。）
が施行する「利根導水総合管理所自動車整備業務単価契約」に適用する。 
 
第２節 目的 
 発注者が運用する自動車の車検整備、12ヶ月点検整備及び６ヶ月点検整備等を実施する
ことを目的とする。 
 なお、車検・点検整備の際に見つかった不具合箇所の部品交換・修理等のすべてのもの
を含むものとする。 
 但し、交換・修理等にあたっては、事前に発注者に協議するものとする。 
  
 〔車検整備及び12ヶ月点検整備等の内容〕 
・６ヶ月点検整備 

 ・12ヶ月点検整備 
 ・車検整備 
・バッテリー交換 
・オイルエレメント交換 

 ・ロングライフクーラント補充 
 ・バッテリー液補充 
・ウォッシャー液補充 

 ・タイヤ脱着（冬→夏、冬→夏） 
 ・パンク修理 
 ・運搬費 
 
※参考：別紙－１「点検整備に要する数量等」 
 
第３節 契約期間  契約締結の翌日から令和９年３月31日 
 
第４節 対象車両 
４－１ 対象車両一覧 
№ 車 両 名 登録番号 種 別 備 考 
１ 日産セレナ① 熊谷502せ6650 自家用小型乗用車  

２ トヨタダイナ 熊谷100す1617 自家用貨物普通自動車  

３ 三菱ミニキャブトラック 熊谷480き9732 自家用貨物軽自動車  

４ ホンダフリード 熊谷501ゆ8105 自家用小型乗用車  

５ スズキエスクード 熊谷800せ103 公共応急作業車  

６ スバルＸＶ 熊谷800す6986 公共応急作業車  

７ 三菱ミニキャブバン① 熊谷480え7973 自家用貨物軽自動車  

８ 三菱キャンター 熊谷400ち9451 自家用貨物小型自動車  

９ 日産セレナ② 熊谷501ほ3931 自家用小型乗用車  

10 ホンダＮ－ＶＡＮ 熊谷480た4347 自家用貨物軽自動車  

11 スズキエブリイ 熊谷480て7661 自家用貨物軽自動車  

12 日産エクストレイル 熊谷301そ3412 自家用普通自動車  

13 日産ウイングロード 熊谷500み569 自家用小型自動車  

14 三菱ミニキャブバン② 熊谷480か9379 自家用貨物軽自動車  

15 ホンダヴェゼル 春日部800す9895 公共応急作業車  

16 日産バネット 大宮400と1298 自家用貨物小型自動車  

17 日産セレナ③ 春日部501め8707 自家用小型自動車  

18 トヨタシエンタ 春日部501も705 自家用小型自動車  

※参考：別紙－２「点検整備一覧表」 



 

  

４－２ 対象車両保管場所 
対象車両番号 場 所 住 所 

No. 1～No.14 利根導水総合管理所 埼玉県行田市大字須加字船川4369 
No.15～No.18 見沼管理所 埼玉県久喜市菖蒲町大崎760 

 
第５節 業務内容 
５－１ 車検整備又は定期点検については、別紙－３「発注書」により発注者の指示する

内容で実施すること。 
５－２ 車両の運搬等については、受注者の責任において実施すること。 
５－３ 点検整備実施計画を作成すること。 
５－４ 整備の結果見つかった不具合箇所の部品交換・修理等については、見積書を提出

し、発注者と協議するものとする。 
また、交換する部品の写真を記録し提出すること。 

 

第６節  提出図書 

６－１ 点検実施計画表 

６－２ 報告関係書類 

① 整備記録簿 

② 自動車車検証 

③ 自動車損害賠償責任保険証 

６－３ その他発注者の指示するもの 

 

第７節  その他 

７－１  車検整備、12ヶ月点検整備及び６ヶ月点検については、受注者が車両を点検整備

又は車検を行う場所へ移動させて行うものとし、整備終了後、車両を発注者のもと

へ戻すものとする。 

７－２  車検については、車検に必要となる法定費用（自賠責保険料、重量税及び印紙代）

は含むものとする。 

７－３  第４節の対象車両については、増減又は変更することがある。この場合には、変

更契約の対象とする。 

７－４  仕様書等に記載のない事項、又は履行に関し疑義が生じた場合は、発注者と受注

者が協議のうえ定めるものとする。 

以 上 

 


